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重 要 事 項 説 明 書 

                                                                                                                                                                 

作成日 令和４年 ９月１５日  

１．事業主体概要 

事業主体名      社会福祉法人仙台白百合会  

法人の種類 社会福祉法人 

代表者名 菅原 節雄 

所在地 
〒 ９８１－３１０７ 

仙台市泉区本田町２０番１５号 

資本金（出資金） ３００万円 

 

法人の理念 

 

 
グループホームさちの家 

運営理念 

 

 

「人は人として存在するだけで尊いものです。真の福祉は、神によっ

てつくられた人の命の尊さを知り、個人の人格を心から敬愛すること

からはじまります。」 

 

一、利用者一人ひとりの生きる意欲を引きだし、家庭的な潤いにあふ

れた日常生活の実現を支援します。 

二、利用者一人ひとりの自主性とプライバシーを尊重し、身体的・精

神的な自立を支援し、楽しく明るい生活の実現をはかります。 

三、利用者一人ひとりが安心と幸せが感じられ、ご家族が安心して任

せられる生活環境づくりをめざします。 

四、利用者一人ひとりのニーズに対応し、適切なサービスの提供をめ

ざします。 

五、地域社会と密接に連携し、地域社会に積極的に参画し、地域の高

齢者福祉の拠点となることをめざします。 

六、仙台白百合女子大学における教育・研究で培われた専門性を生か

し、質の高い高齢者福祉サービスの提供をめざします。 

他の介護保険関連の事業 一、介護老人福祉施設 

二、地域密着型介護老人福祉施設 

三、短期入所生活介護事業 

四、通所介護事業（日常支援通所型サービスも含む） 

五、居宅介護支援事業 

 

他の介護保険以外の事業 一、軽費老人ホーム（ケアハウス） 
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２．ホーム概要 

ホーム名 グループホームさちの家 

ホームの目的 認知症によって自立した生活が困難になった方々に対して、安心と尊

厳のある生活を営むことを支援する。 

ホームの運営方針 ご利用者本位の理念に基づき、「普通の暮らし」を一緒に過ごしながら

自立支援を行う。 

お一人お一人の生活個性を尊重し、生涯発達を意図した支援を行う 

ご家族が安心してまかせられるホームであること。 

ホームの責任者 

（最終責任者）  

土井 威 

グループホームさちの家 所長 

開設年月日 平成１６年 ３月 １日 

保険事業者指定番号 ０４７５５００７６５ 

所在地、電話・FAX番号 

〒 ９８１－３１０７ 

仙台市泉区本田町２０番７号 

（電話）２１８－３０２４  （ＦＡＸ）２１８－１０２４ 

交通の便 

市営地下鉄泉中央駅発「松森団地行き」（宮城交通バス）乗車、 

「松森団地中央」下車。バス停から徒歩３分。 

東北自動車道泉ＩＣから車で１０分程度。 

敷地概要（権利関係） 
学校法人白百合学園所有地  敷地面積：１９５４．０７㎡ 

仙台市泉区本田町６番１号 

建物概要（権利関係） 
 構造：木造平屋建  延床面積： ３５１．８５㎡ 

 敷地所有者より３０年間無償貸与 

居室の概要 

１ユニット：個室９室（全室個室） 

居室スペース： 

個室冷暖房・フローリング床部屋７室・畳部屋２部屋・押入収納・ 

ベッド・化粧洗面台付き（一部押入収納無し）・トイレ２～３人兼用 

共用施設の概要 

特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑    ５０名（長期）２０名（短期） 

地域密着型特別養護老人ホーム梅が丘 ２９名（長期）１０名（短期） 

ケアハウスそれいゆ         ５０名 

百合ヶ丘デイサービスセンター    ２５名／日 

白百合介護支援センター      １０５名（定員） 

緊急対応方法 

①利用者の心身状態に異変が発生した場合 

 ホーム勤務の看護師の判断に基づいて、協力医院との連携、指示に

従い往診・病院搬送・救急車要請等の処置を行い、その後直ちに家族

に連絡、状況の説明を行う。（別紙連絡手順表に詳細） 

②無断外出によるご利用者所在不明の状況になった場合 

職員は直ちに、所長に連絡しその指示を受け、「緊急時連絡網」により、

職員および協力施設、協力機関（警察等）に支援を依頼する。職員に

よる捜索は予め決められた区域で迅速に行う。 
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防犯防災設備 

避難設備等の概要 

 

 

消防計画と訓練 

地域消防署・警察 

自動火災探知機、スプリンクラー、消火器、誘導灯を配置。 

玄関・食堂からの避難を始め、各個室在室時は「掃き出しの窓」にな

っているので個室からの直接避難誘導を優先して行う。 

 

防火管理者（戸次 有一）が消防計画を作成。年間２回の避難訓連を行

う。 

泉消防署＝３７３－０１１９（１１９番） 

泉警察署＝３７５－７１７１（１１０番） 

損害賠償責任保険加入先 あいおいニッセイ同和損保 

 

３．職員体制（主たる職員） 

職員の職種 員数  

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内    容   

 

専
従 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 

 

兼
務

 
 

 

所長・管理者   １ 人 

 

１ 

  
 

介護福祉士、介護支援専門員 

 

認知症対応型サービス事業

管理者研修、認知症介護実践

者研修、実践リーダー研修 

生活支援主任 １ 人  １   
介護福祉士、介護支援専門員、

社会福祉士 
認知症介護実践者研修 

計画作成担当者 １ 人  １   
介護福祉士、介護支援専門員、

社会福祉士 
認知症介護実践者研修 

介護従事者  ９ 人 ５ ２ 

 

２ 

 

 

 
              

介護福祉士 

介護支援専門員 

社会福祉士 

認知症介護実践者研修 

実践リーダー研修（２名） 

認 知 症 介 護実 践 者 研修  

（５名） 

 

４．勤務体制 

昼間の体制 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：００～１８：００      

 遅番 １１：３０～２０：３０ 

夜間の体制   夜勤 １６：３０～ ９：３０ 

 

５．介護保険による〈基本料金（自己負担金）〉 

    介護保険による利用料金は要介護度に応じて算出します。 

    （下記の利用料金は３０日換算で算出しております＝仙台市（６級地算定、単位＝１０．２７）基準） 

  

入居後３０日間に関して介護初期加算として、９２５円（３０日：自己負担分）かかります。 

また、医療機関に１ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算がかかります。 

 

 



 

4 

※別途、介護職員処遇改善加算（所定単位数に加算率１１．１％を乗じた単位数で算定）、介護職員等特

定処遇改善加算（所定単位数に加算率３．１％を乗じた単位数で算定）、介護職員等ベースアップ等支

援加算（所定単位数に加算率２．３％を乗じた単位数で算定）が加算されます。 

 

※入居者の入退院支援の取組 

入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えることに

より、１ヶ月に６日を限度として１日あたり２４６単位の加算がかかります。 

 

※看取り介護加算（対象者のみ） 

 医師より看取り期であると診断された方について支援を行った場合に、看取り介護加算が算定されます。 

 ○死亡日以前３１日～４５日以下（７２単位 / 日） 

 ○死亡日以前４日～３０日以下 （１４４単位 / 日） 

 ○死亡日以前２日または３日  （６８０単位 / 日） 

 ○死亡日           （１２８０単位 / 日） 

 

・１割負担の方 

    

・２割負担の方 

 

要介護度 

介護費        

１日（単位） 

加   算                        

（ 単 位 /  日 ） 

加   算 

（ 単 位 / 月 ） 

 

介護費計          

（ 円 ） 医療連携

体制 

認知症専

門ケア 

サービス

提供体制

強化 

栄養管理体制加算 

要支援２ ７６０  ３ ２２ ３０ ２４，２１７円 

要介護１ ７６４ ３９ ３ ２２ ３０ ２５，５４２円 

要介護２   ８００ ３９ ３ ２２ ３０ ２６，６５１円 

要介護３ ８２３ ３９ ３ ２２ ３０ ２７，３６０円 

要介護４ ８４０ ３９ ３ ２２ ３０ ２７，８８３円 

要介護５ ８５８ ３９ ３ ２２ ３０ ２８，４３８円 

 

要介護度 

介護費        

１日（単位） 

加   算                        

（ 単 位 /  日 ） 

加   算 

（ 単 位 / 月 ） 

 

介護費計          

（ 円 ） 医療連携

体制 

認知症専

門ケア 

サービス

提供体制

強化 

栄養管理体制加算 

要支援２ ７６０  ３ ２２ ３０ ４８，４３４円 

要介護１ ７６４ ３９ ３ ２２ ３０ ５１，０８３円 

要介護２   ８００ ３９ ３ ２２ ３０ ５３，３０２円 

要介護３ ８２３ ３９ ３ ２２ ３０ ５４，７１９円 

要介護４ ８４０ ３９ ３ ２２ ３０ ５５，７６６円 

要介護５ ８５８ ３９ ３ ２２ ３０ ５６，８７６円 
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・３割負担の方 

 

（負担割合については、仙台市から「介護保険負担割合証」が発行されます） 

６．サービスおよび利用料等 

保険給付サービス 

（食事）ご利用者の身体状況、嗜好、栄養のバランスを考慮した食事の提供と

支援を食堂でスタッフと一緒にとっていただきます 

     朝・昼・夕３食と、１０時、３時のお茶タイム及び行事食の提供 

※ 食材料費は給付対象外で別途いただきます 

（排泄） ユニット内の４ヶ所のトイレで行っていただきます。ご利用者の身

体状況によりトイレ介助、オムツ交換等の介助も行います。 

（入浴）基本入浴は週３回ですがご利用者の希望により増やすことができ、時

間も希望に添う事ができます。自立入浴の支援を行いますが、介助入

浴、清拭などでの介助も行います。 

（他、日常生活支援）離床から就寝までの生活支援介助、医療・服薬に関する

手配及びお世話 

（日常生活の機能維持・訓練支援）食事、洗濯、掃除、買い物、菜園、趣味活

動、散歩など、ご利用者個々の生活状況に応じた、負担にならない、

楽しさを感じる支援を行います。 

保険対象外サービス 

（居室の提供＝家賃） 

５０，０００円  

 

（食事材料） 

  通 常 

  ３３，０００円／月（１日当たり１，１００円＝お茶・おやつ代込み） 

  祭事・行事食（外食費含む）実費徴収します。 

（朝食:300円 昼食:400円 夕食:350円 おやつ：50円） 

※外出、外泊等で召し上がらなかった場合の食事代は、徴収いたしません。 

 但し、食事の２時間前までに連絡して頂いた場合に限ります。 

  

（水道光熱費） 

  ２５，０００円／月（推定・平均額とし、季節による変動はありません） 

※月途中入居の場合は、日割り計算とします。 

 

要介護度 

介護費        

１日（単位） 

加   算                        

（ 単 位 /  日 ） 

加   算 

（ 単 位 / 月 ） 

 

介護費計          

（ 円 ） 医療連携

体制 

認知症専

門ケア 

サービス

提供体制

強化 

栄養管理体制加算 

要支援２ ７６０  ３ ２２ ３０ ７２，６５０円 

要介護１ ７６４ ３９ ３ ２２ ３０ ７６，６２５円 

要介護２   ８００ ３９ ３ ２２ ３０ ７９，９５２円 

要介護３ ８２３ ３９ ３ ２２ ３０ ８２，０７８円 

要介護４ ８４０ ３９ ３ ２２ ３０ ８３，６４９円 

要介護５ ８５８ ３９ ３ ２２ ３０ ８５，３１３円 
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個人消耗品の費用等 

オムツ代（尿とりパット：大６０円、小３０円・紙オムツ１００円      

紙パンツ１００円） 

季節の行楽等に関わる行楽先での入場料等（実費） 

理美容代（実費又は１，６５０円）、個人希望のクリーニング代（実費） 

 

☆経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由についてご説明致します。 

 

７．入居に当たっての留意事項 

（所持品などの持ち込み） 

  ご利用者の方の生活歴を大事にしたいと考えておりますので、個室利用上の全てが基本的に持ち込み可能

です。「ベッド」はホームでご用意しておりますが、畳敷き就寝されておられる場合はそれも可能です。  

（面会） 

  面会時間は、９：００～２０：００ とします。ただし、三人以上のご面会や、宿泊（お一人）希望の場合

は予めご連絡ください。（同室での宿泊料金は、リネン代として一晩１００円戴きます。また、食事代は１食

４５０円戴きます。） 

 ① お風邪や、感染の危険性のある症状をお持ちの場合は、ご面会できません）。 

 ② ペット同伴でご面会の方は、予めご連絡ください。 

③ 来所時は、入り口での手洗い、消毒手順をお守りください。 

④ 来所時は、大声での会話や走り回る等の行為はつつしんでください。 

⑤ 入居間もない時は、ご利用者の状況でご面会をお断りする場合もございます。 

 

（外出・外泊） 

① 外出・外泊は自由ですが、事前に行き先とホーム帰宅時間は必ず届け出てください。 

② ホーム帰宅門限等はありませんが、予定帰宅時間に遅れる際は、必ず連絡ください。 

（住居・居室の利用迷惑行為） 

    共同生活住居での設備、備品などは共同生活者皆さん共有の生活空間をつくりあげるものです。        利利用

者生活支援の範囲を超えて破損などが生じた場合は賠償して頂くことがあります。 

    また、訪問時、許可なくご家族以外のご利用者個室への立ち入りはおこなわないでください。 

（金銭・所持品の管理） 

     ホームでは、基本的に金銭・所持品の管理は行いません。 

     ただし、ご家族がホームへ来所困難な場合、または、ご利用者の状況によって一定額をお預かりし、 

ホーム管理をさせて頂くことはできます。その場合は、管理サービス料をお支払いいただきます。 

・利用料金：一ヶ月当たり ２，０００円   

 

８．協力病院及び施設 

協力病院名 医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 

住所・電話 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５  （電話）０２２－３７２－１１１０ 

病院概要 
診療科目：内科、外科、循環器科、消化器科、呼吸器科、泌尿器科、整形外

科、脳神経外科、皮膚科、耳鼻科、眼科他 

協力の内容 利用者の病状急変により、休日・夜間を含む通院、入院の協力 
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協力病院名 一般財団法人宮城県成人病予防協会 仙台循環器病センター 

住所・電話 仙台市泉区泉中央 1 丁目 6－12  （電話）０２２－３７２－１１１１ 

病院概要 

 

診療科目：循環器科、心臓血管外科、内科、消化器科、呼吸器科 

 

協力の内容 利用者の病状急変により、休日・夜間を含む通院、入院の協力 

 

協力施設名 

 

①地域密着型特別養護老人ホーム 梅が丘 

②特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑 

 

住所・電話 
①仙台市泉区本田町２０番８号   （電話）０２２－２１８－３０４４ 

②仙台市泉区本田町２０番１５号  （電話）０２２－２１８－３００８ 

施設概要 

①平成２５年７月１日開所 定員２９名（全室個室） 

短期入所生活介護事業所１０名 

②平成１６年３月１日開所 定員５０名（全室個室） 

短期入所生活介護事業所２０名 

協力の内容 認知症高齢者対応の指導 

 

※緊急時の対応・・・ご利用者の身体上の異変があって、診療の必要をホーム配属の看護師が認識した場合、

直ちに協力医と連絡を取り、指示に従って行動する。また、緊急を要する場合は、指示に従って救急車対応に

よって協力病院への搬送をおこなう。 

 

９．苦情相談機関 

  （１）当事業所における苦情の受付 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：中川 真美（生活支援主任） 

苦情申立て及び相談 

（連絡先電話番号） 

 

解決責任者 

随時受付 

（電話）２１８－３０２４   （ＦＡＸ）２１８－１０２４ 

 

土井 威（所長） 

 

 第三者委員  千葉 訓偉     ＴＥＬ ０２２－２２０－０１６６ 

        土井 敬子     ＴＥＬ ０２２－３７２－３０２９ 

※ 頂いた苦情、及び相談に対する処理の流れと解決体制 

  ① 該当担当者と面談、内容確認後の窓口担当が随時解決責任者に報告 

② 緊急を要する案件は指示により即解決行動を取り、申し立て者（相談者）に報告 

③ 全職員に事例報告、再発防止を指示するとともに、週例報告会で再確認と対策を討議 

④ 緊急を要しない案件は、週例・月例の報告会で対策を討議 

⑤ 再発防止策を含めた報告を、ホーム備え付けの公開ファイルで公開 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

仙台市・泉区役所 

介護保険担当課 

所在地  仙台市泉区中央２丁目１－１ 

電話番号 ０２２－３７２－３１１１ ＦＡＸ ０２２－３７２－８００５ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 

介護保険苦情処理係 
所在地  仙台市青葉区上杉１丁目２－３ 宮城県自治会館 

電話番号 ０２２－２２２－７７００ ＦＡＸ ０２２－２２２－７２６０ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

宮城県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 
所在地  仙台市青葉区本町３丁目７－４ 宮城県社会福祉協議会 

電話番号 ０２２－７１６－９６７４ ＦＡＸ ０２２－７１６－９２９８ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

１０．その他 

（１）介護サービスの提供記録等の開示について 

   利用者又は利用者代理人は、介護サービスの提供記録等をいつでも閲覧できますので、希望する際

は、職員に申出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


